
 

新 潟 県 柏 崎 市 私 立 高 等 学 校 学 費 補 助 交 付 要 綱  

 

 

 （ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、私 立 高 等 学 校 に 在 学 す る 生 徒 の 保 護 者 等 に 対 し 、 

学 費 を 補 助 す る こ と に よ り 、 修 学 上 の 経 済 的 負 担 の 軽 減 を 図 る こ と  

を 目 的 と す る 。  

第 ２ 条  補 助 金 の 交 付 に つ い て は 、新 潟 県 柏 崎 市 補 助 金 等 交 付 規 則（ 昭  

和 ５ ０ 年 規 則 第 ２ ９ 号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 に 定 め る と  

こ ろ に よ る 。  

 （ 用 語 の 定 義 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 に お い て 保 護 者 等 と は 、 当 該 生 徒 の 父 母 若 し く は 現  

 に そ の 生 徒 を 扶 養 し て い る 者 又 は そ の 生 徒 本 人 を い う 。  

 （ 補 助 対 象 及 び 補 助 額 ）  

第 ４ 条  補 助 対 象 と な る 者 は 、 柏 崎 市 内 の 私 立 高 等 学 校 に 在 学 す る 生  

徒 の 保 護 者 等 で あ っ て 、 柏 崎 市 に 住 所 を 有 し 、 別 表 に 掲 げ る 要 件 に  

該 当 す る 者 で な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 修 学 の た め 柏 崎 市 に 単 身  

で 住 所 を 有 す る 生 徒 は 、 補 助 の 対 象 か ら 除 く も の と す る 。  

２   補 助 額 は 、 私 立 高 等 学 校 に 在 学 す る 生 徒 一 人 に つ き 、 次 に 定 め る  

額 と す る 。 た だ し 、 年 度 の 途 中 に お い て 新 た に 補 助 対 象 と な っ た 者  

及 び 補 助 種 別 そ の 他 の 変 更 等 が あ っ た 者 に つ い て は 、 月 割 計 算 に よ  

っ て 得 た 額 （ 円 未 満 の 端 数 が 生 じ た 場 合 は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ）

と す る 。  

(１ )  第 一 種  年 額  ２ ０ ， ０ ０ ０ 円  

(２ )  第 二 種  年 額  １ ５ ， ０ ０ ０ 円  

(３ )  第 三 種  年 額  １ ０ ， ０ ０ ０ 円  

 （ 補 助 対 象 の 基 準 日 ）  

第 ５ 条  補 助 対 象 の 基 準 日 は 、 次 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り ７ 月 末 日 ま で  

に 補 助 金 の 交 付 申 請 を し た 者 に つ い て は ４ 月 １ 日 と し 、 同 項 た だ し  

書 の 規 定 に よ る 申 請 及 び 第 １ ０ 条 の 規 定 に よ る 交 付 の 変 更 等 が あ っ  

た 場 合 は 、 そ の 申 請 又 は 変 更 し な け れ ば な ら な い 原 因 が 生 じ た 日 の  



属 す る 月 の 初 日 と す る 。  

 （ 補 助 金 の 交 付 申 請 ）  

第 ６ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 毎 年 ７ 月 末 日 ま で に 私  

立 高 等 学 校 学 費 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） に 所 得 課 税 証

明 書 を 添 付 し て 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 ７ 月 末 日

後 に お い て 新 た に 第 ４ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 補 助 金 の 交 付 対 象 要 件 に

該 当 し 、 補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者 は 、 翌 年 の １ 月 末 日 ま で

に 申 請 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 申 請 は 、 当 該 生 徒 が 在 学 す る 私 立 高 等 学 校 （ 以  

下 「 学 校 法 人 」 と い う 。 ） を 経 由 し て 行 う も の と す る 。 こ の 場 合 に  

お い て 、 学 校 法 人 の 長 は 、 私 立 高 等 学 校 学 費 補 助 金 交 付 申 請 副 申 書  

（ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） を 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  

 （ 課 税 証 明 の 手 続 ）  

第 ７ 条  前 条 第 １ 項 に 規 定 す る 所 得 課 税 証 明 に つ い て は 、 保 護 者 等 か

ら 提 出 さ れ た 課 税 証 明 申 請 書 を 学 校 法 人 の 長 が 一 括 取 り ま と め 市 長

に 提 出 し 、 証 明 を 受 け る も の と す る 。 た だ し 、 こ の 証 明 は 、 新 潟 県

私 立 高 等 学 校 学 費 軽 減 事 業 補 助 金 交 付 申 請 に 用 い た 所 得 課 税 証 明 の

写 し を も っ て 代 え る こ と が で き る 。  

 （ 補 助 金 の 決 定 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 第 ６ 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た 場 合 は 、 内 容 を 審  

査 し 、 補 助 金 の 交 付 又 は 不 交 付 を 決 定 し た と き は 、 私 立 高 等 学 校 学  

費 補 助 金 交 付 （ 不 交 付 ） 決 定 通 知 書 （ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） に よ り 通 知  

す る も の と す る 。  

 （ 補 助 金 の 交 付 時 期 ）  

第 ９ 条  補 助 金 の 交 付 時 期 は 、 毎 年 ９ 月 及 び 翌 年 の ３ 月 と し 、 第 ４ 条  

に 定 め る 年 額 を 二 分 の 一 に 分 割 し て 交 付 す る も の と す る 。 た だ し 、  

第 ６ 条 第 １ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 交 付 の 決 定 を 受 け た 者 の 交 付 時  

期 は 翌 年 ３ 月 と す る 。  

 （ 交 付 の 変 更 ・ 異 動 報 告 ）  

第 １ ０ 条  学 校 法 人 の 長 は 、 補 助 金 の 交 付 決 定 を 受 け た 者 の 補 助 対 象  

要 件 等 に 変 更 又 は 異 動 が 生 じ た と き は 、 速 や か に 私 立 高 等 学 校 学 費  

補 助 金 交 付 変 更 ・ 異 動 報 告 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ） を 市 長 に 提 出 し な  



け れ ば な ら な い 。  

２   市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 変 更 ・ 異 動 の 報 告 が あ っ た と き は 、 内  

容 を 確 認 し 、 補 助 金 交 付 を 決 定 し た 者 に 対 し て 、 所 定 の 手 続 き を 行  

う よ う 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 周 知 徹 底 ）  

第 １ １ 条  学 校 法 人 は 、 生 徒 及 び 保 護 者 等 に 対 し て 本 事 業 の 趣 旨 、 申  

 請 手 続 等 に つ い て 、 周 知 徹 底 を 図 る も の と す る 。  

 （ 委 任 ）  

第 １ ２ 条   こ の 要 綱 の 施 行 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、市 長 が 別 に 定 め る 。 

  附  則  

こ の 要 綱 は 、 昭 和 ６ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 １ １ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ４ 年 ７ 月 ４ 日 か ら 実 施 し 、 平 成 １ ４ 年 度 か ら 摘

要 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ６ 年 ６ 月 ２ ２ 日 か ら 実 施 し 、 平 成 １ ６ 年 度 か ら

摘 要 す る 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ４ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。  

   附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ９ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ０ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 



 

 

 

 

別 表 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

 

補 助 種 別  補   助   対   象   者   要   件  

 

第 一 種  

１  生 活 保 護 法 (昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ４ ４ 号 )に よ る 被 保 護 者  

２  地 方 税 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ２ ６ 号 ） 第 ２ ９ ５ 条 第 １  

 項 の 規 定 に よ り 市 民 税 が 非 課 税 さ れ た 者  

 

第 二 種  

 

１  地 方 税 法 第 ２ ９ ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り 市 民 税 が 非 課 税  

と さ れ た 者  

２  市 民 税 の う ち 均 等 割 額 の み を 課 税 さ れ た 者  

３  災 害 等 に よ り 前 号 の 者 と 同 程 度 の 所 得 と 認 定 さ れ た 者  

 

 

第 三 種  

１  市 民 税 の う ち 所 得 割 額 が 、 8 9 , 0 0 0 円 以 下 で あ る 者  

 注 (１ )  父 母 が と も に 所 得 割 額 を 課 税 さ れ た 場 合 は 、 そ の  

    合 計 額 が 8 9 , 0 0 0 円 以 下  

  (２ )  私 立 高 等 学 校 に 在 学 す る 生 徒 を ２ 人 以 上 有 す る 保  

    護 者 等 の 所 得 割 額 に つ い て は 、 8 9 , 0 0 0 円 に ２ 人 目  

以 降 の 生 徒 １ 人 に つ き 1 0 , 0 0 0 円 を 加 算 し た 額 以 下  
 

 

 


